
様式第４号（第６条関係）

ＪＲ小浜線利用促進事業助成金交付申請書兼請求書
（大学生等における通学定期乗車券購入用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　

美浜町長　　　様　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
申　請　者　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　(満　　　歳)
住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
学 校 名                                        
学　　年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私は、下記のとおり美浜駅でＪＲ小浜線を含む通学定期乗車券を購入し、ＪＲ小浜線を利用しますので、ＪＲ小浜線利用促進事業助成金交付要綱第６条に基づき、助成金の交付を申請します。１　利用区間　　　（　　　　　　　）駅～（　　　　　　　）駅



２　利用期間　　　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日



３　購入費     　　　　　　　　 　　　　　　 円



４　助成金申請額　　　　　　　　　　 　　　　　　　円（裏面参照）





５　助成金振込先
　　　　　　　　銀行・信金　　　　　　　　　支店
　　　　　　　　農協・信漁連　　　　　　　　支所


普通 ・ 当座　口座番号　　　　　



口座 (フリ)名義 (ガナ)




　　　上記のとおり購入したことを証明します。
　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者名　ＪＲ美浜駅　　　　　　　
ＪＲ証明欄

金額　　　　　　　　　　　　　




・申請者は、美浜町内にお住まいの大学生等の方に限ります。ただし、町税等の滞納がある場合は申請できません。
・この申請書は、通学定期乗車券の購入日から２０日以内に、ＪＲ美浜駅へご提出ください。
・申請書のＪＲ証明欄の確認印は1回限りとします。証明済みの申請書再発行は行いません。
・不明な点は美浜町役場まちづくり推進課（℡３２－６７０１）へお問い合わせください。

（裏面）

【JR小浜線乗車券購入助成金の交付について】


１　助成対象者
(1) 美浜町に住所がある大学生等の方
　　・ＪＲ美浜駅でＪＲ小浜線（敦賀～東舞鶴）を含む区間を乗車する通学定期乗車券を購入した場合に助成の対象とします。
(2) 町税等の滞納がないこととします（世帯全員を対象とします。）。

２　助成内容
(1) ＪＲ美浜駅で通学定期乗車券を購入した場合、支払額の２分の１を助成します
（１００円未満は切捨て）。ただし、助成金は１月当たり、１０，０００円を上限とします。
(2) 助成対象は、ＪＲ小浜線を含む全利用区間の支払額を助成対象とします。

３　申請方法
(1) ＪＲ美浜駅、美浜町役場まちづくり推進課に備付けの「ＪＲ小浜線利用促進事業助成金交付申請書兼請求書（大学生等における通学定期乗車券購入用）」に必要事項を記入の上、ＪＲ美浜駅で通学定期乗車券購入時に、「ＪＲ証明欄」に支払金額等について確認印を受けてください。
(2) ＪＲ証明後は、氏名欄に押印、助成金の振込先等を記入し、当該切符の購入した日から２０日以内に、ＪＲ美浜駅へ提出してください。その際に受付控をお渡しします。

４　助成金の交付について
助成金の交付期日は、申請書を受理した日の翌月の末日までとします。なお、助成金の振込みをもって交付決定としますので、改めて交付決定の通知はいたしません。受付控は、助成金の交付を受けられるまで保管してください。


